
はしがき

　本書は、前著『一番やさしい地方公務員制度の本』の後継に当たる本
です。前著は幸いにして多くの皆さんにお読みいただくことができまし
た。ありがとうございます。前著の刊行から３年あまりを経て、会計年
度任用職員制度の施行をはじめ地方公務員制度にはいくつかの重要な改
正が行われました。また、働き方改革が進むなど社会情勢にも大きな変
化がありました。さらに、地方公務員制度に関わる重要な統計で５年に
１度の基幹統計の調査結果が公表され、新しい動向を把握できる機会も
得ました。
　このため、前著の改訂を行うことが企画されましたが、改訂内容を精
査していくと、これらの改正や変化は、地方公務員制度の中でも「人
事」に関わる重要な事項が多く、地方公務員の人事行政を一新させるよ
うなものも含まれていました。これらの「人事」に関わる事項を重点的
に解説することに努めると、地方公務員制度の解説という範囲を超え、
単なる改訂にとどまらないものとなることが明らかになりました。
　そこで、地方公務員制度の解説という枠を取り払い、地方公務員の
「人事」に関わる部分を正面から取り上げ、最新の動向を踏まえて重点
的に解説する本とすることとしました。これに合わせてタイトルも『地
方公務員の人事がわかる本』としました。
　もっとも、前著で心掛けた次のような本書の特色は、「一番やさしい」
解説といった基本姿勢とともに引き継ぐこととしました。
　特色の１つは、地方公務員の人事の「いま」が分かるということで
す。近年、地方公務員の人事制度は頻繁に改正が行われています。一方
で、公務員の人事に関する研究も進んでいます。本書は、最先端の地方
公務員の人事について、最新動向をふんだんに織り込んで人事の「い
ま」を具体的に解説しました。
　人事課をはじめ人事委員会や各所属の人事担当者はもちろん、ご自分
の人事異動や給与が気になる地方公務員の皆さんにお勧めの内容です。
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　もう１つの特色は、地方公務員の人事の「真実」が分かるということ
です。本書は、地方公務員の人事について、実態を知ること、制度の本
当の意味を考えることに重点をおいて解説した本です。データ等も豊富
に示して地方公務員の人事の真実をつつみ隠さず解説しています。
　公務員の実態が気になる公務員志望の学生や一般の市民の皆さん、さ
らに行政や労働について研究されている研究者の皆さんにも、ぜひ読ん
でいただきたい内容を凝縮しています。

＊　　＊　　＊
　公務員バッシングが当たり前の時代が続いています。なんとも悲しい
ことです。しかし、私の知る地方公務員の多くは、そんなことにもめげ
ず、高い目的意識と使命感を持って、自分たちの地域を良くしていこう
と懸命に働いています。そんな本当の地方公務員像を広めていきたいと
思っています。一人でも多くの方に本書をお読みいただくことで、地方
公務員についての理解が深められることを願っています。

　なお、本書を執筆するにあたっては、多くの皆さんからご指導をいた
だきました。また学陽書房編集部の宮川純一氏には、今回も企画から完
成に至るまでたいへんお世話になりました。心より感謝いたします。

　　 2020 年₁月

圓生和之
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１　ますます変化する職員採用

 基本は「成績主義の原則」 
　職員の採用は、「受験成績その他の能力の実証に基づいて行わなけれ
ばならない」とされています（地公法 15条）。成績主義の原則です。適
切な人材の確保と人事の公正の確保を目的としています。

 採用試験または選考で採用 
　採用は、採用試験または選考により行われます（地公法 17条の２、18
条）。採用試験は不特定多数の者を対象とした競争試験で、選考は特定
の者がその職に適格かどうかを確認するものです。いずれも、受験者が
標準的な職務を遂行する能力があるか、適性を有しているかどうかを判
定することを目的としています（地公法 20条１項、21条の２第１項）。
　なお、採用試験は、受験資格のある全ての国民に対して平等の条件で
公開されなければなりません（地公法 18条の２）。
　人事委員会を置く地方公共団体では、人事委員会は試験ごとに採用候
補者名簿を作成し、合格者の氏名と得点を記載します。職員の採用は、
この名簿に記載された者の中から任命権者が行います（地公法 21条）。
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ここがポイント

　地方公務員の人事は、職員の「採用」から始まります。成績主義の原則が基
本です。公務に相応しい有為な人材を確保するため、さまざまな工夫が繰り広
げられています。



２　人事異動の「ぶっちゃけ」

 「任用」ってなに？ 
　人事異動について、地方公務員法では「任用」という言葉が使われま
す（15条等）。なんとも分かりにくい言葉です。
　任用とは、特定の人を特定の「職」に就けることで、採用、昇任、降
任、転任のいずれかの方法で行われます。
　　①　採用…職員以外の者を職員の職に任命すること
　　②　昇任…職員を現在の職より上位の職に任命すること
　　③　降任…職員を現在の職より下位の職に任命すること
　　④　転任…昇任・降任によらず他の職に任命すること

（地公法 15条の 2第 1項、17条 1項）

　縦の異動と横の異動
　これらのうち、②昇任・③降任・④転任がいわゆる人事異動です。
　②昇任・③降任は、上位の職や下位の職に異動する「縦の異動」で、
④転任は、同位の職に異動する「横の異動」です。

 人事異動は能力の実証による（成績主義） 
　職員の任用である人事異動は、「人事評価その他の能力の実証に基づ
いて行わなければならない」とされています（地公法 15条）。成績主義
の原則です。
　具体的には、就けようとする職についての標準職務遂行能力と適性を
有すると認められる者の中から行うこととされています（地公法 21条の
３～ 21条の５）。
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ここがポイント

　地方公務員制度の中で職員の関心が最も高いのが人事異動です。仕事で報い
る方式、遅い選抜、トーナメント方式をキーワードとして人事異動について考
えます。職員の思いと人事課の思いのすれ違いについても考えてみましょう。



３　これが昇任・昇格のメリットだ！

 昇任と昇格ってどうちがう？ 
　地方公務員の昇進には「昇任」と「昇格」があります。
　昇任は、職員を現在の職より上位の職に任命することで、職制上の段
階が上がることです（地公法 15条の２第１項２号）。
　昇格は、職員の給料表上の級を上位の級に変更することで、給料表上
の格付けが上がることです。つまり給与の話です（人事院規則）。
　昇任と昇格は同時に行われるのが一般的です。例えば、係長から課長
補佐に昇任して、課長補佐の職務が等級別基準職務表の上位の級に当た
る場合は、給料表上も昇格したことになります。
　しかし、給料表上の同じ級の中で上位の職に任命される場合など、昇
任と昇格が相違する場合もあります。

 昇任の方法とは 
　職員の昇任は、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて、
昇任させようとする職の標準職務遂行能力と適性を有すると認められる
者の中から行うとされています（地公法 21条の 3）。
　そして、能力の実証は、「昇任試験」または「選考」によるとされて
います（地公法 21条の 4）。
　「昇任試験」は、管理・監督職の入口に当たる係長への昇任について
行われることが多く、その他の職位への昇任は人事評価を中心とした
「選考」で行われるのが一般的です。係長への昇任についても、「昇任試
験」は実施せず「選考」で実施する団体も多くあります。
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ここがポイント

　地方公務員の昇任・昇格（いわゆる昇進）について考えます。昇任は、能力
の実証に基づいて行われることになっています。はたして、「昇格しても給与
は変わらない」のでしょうか。昇格のメリットについて見てみましょう。



２　人事評価のしくみ

 新しい人事評価制度 
　 2016 年施行の改正地方公務員法では、人事評価の定義を「任用、給
与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行
するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務
成績の評価」としています（６条１項）。
　したがって、新しい人事評価制度は、次のような基本的なしくみとす
ることが法律で定められていることになります。
　⑴　能力評価と業績評価
　職員が仕事をする上で発揮した「能力」と仕事で挙げた「業績」を評
価することが基本になります。「能力評価」と「業績評価」と呼ばれる
評価制度が実施されることになります。
　⑵　評価結果の活用
　評価結果は、「任用、給与、分限その他の人事管理の基礎」として活
用されます。つまり、昇任や昇給、勤勉手当をはじめ、人事管理の多く
が人事評価の結果に基づいて行われることになります。
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　能力評価と業績評価からなる人事評価のしくみを概観します。そして、この
人事評価が任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用されるしくみ
について理解することが重要です。

ここがポイント

⃝図表４−３　地方公務員法が定めている人事評価制度のしくみ
人事評価

能力評価

業績評価
任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用


